
ＪＲ東海労ニュース
組合掲示物の一方的撤去は違法だ！

会社は不当労働行為を認め中労委命令を履行せよ！
大阪第二運輸所で会社が組合掲示物を一方的に撤去したこと

について、労働委員会が「不当労働行為である」と認定しまし
た。しかし会社がこれを不服として争っていた事件で、最高裁
判所は３月16日に上告を棄却しました。
本部は、この最高裁決定で会社の違法行為が確定したことを

うけ、謝罪等を求め申し入れを行いました。
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